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研究要旨 

超高齢社会に突入した我が国にとって，生活習慣病発症あるいは重症化の抑制は，住民のQOL
向上や医療費抑制の観点から喫緊の課題であり，そのためには予防対策が不可欠である．しかし，

既存研究では，①生活習慣の違いの類型化と予防対策の効果との関係，②生活習慣病の重症度と

労働生産性との関係，について十分に研究されてきたとは言えない． 
第1点目について，生活習慣病発症リスクの大小が各個人の生活習慣にも依存していることを考

慮すると，住民の居住地域や職業によって発症率や重症度に偏りが起こりうると考えるのが自然であ

る．他方，予防対策を講じる主な担い手が自治体や職域団体であることを考えると，地域や業種の

違いによる生活習慣病発症パターンを識別することで，より効果的な予防対策が実施できるかもしれ

ない．これまでも予防対策が健康増進や医療費抑制に(どの程度)効果があるかについては研究蓄

積があるものの，この点について詳細に分析された研究は少ない． 
第2点目については，我々がこれまで取り組んできた厚労科研費「費用対効果分析の観点からの

生活習慣病予防の労働生産性及びマクロ経済に対する効果に関する実証研究」(H29－循環器等

－一般－002)での研究結果として，生活習慣病と労働生産性との関連性に関する検証方法は確認

された．しかし，生活習慣は地域や社会経済的背景によって大きく異なると考えられるため，より詳

細な分析が必要である．また，これまでの問題点として，予防行動と発症との因果性を識別するため

に健康の初期状態が必要であるが，それが得られる統計調査が限られていたこと，また，それが比

較的識別可能な中高年者縦断調査ではサンプルサイズが十分ではないため，業種別や地域別とい

ったサブサンプルによる分析に耐えられない．そこで本研究では，以下の4つを研究課題として設定

する： 
課題1：業種別・地域別の生活習慣病の実態について分類・整理し，重症度の算出を試みる 
課題2：健診受診や特定保健指導が生活習慣病の発症・重症化抑制に(どの程度)寄与するか業 

種別・地域別に統計的検証を行う 
課題3：生活習慣病が就労に(どの程度)影響するか業種別・地域別に統計的検証を行う 
課題4：生活習慣病の発症・重症度が就労状況に与える影響をシミュレーションにより推計する 

第1に，昨年度から検索期間を1年間延伸し，2000-2021年の直近21年間に，公衆衛生・社会疫

学，及び，経済学の領域における国際的学術誌に掲載された英文による論文の中から，産業，職

業，及び，地理的な要因に重点を置いて，生活習慣病と労働生産性の関連性に関する定量的・定
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性的な検証を行った先行研究を要約・整理・更新することを目的とする．  
具体的には，PubMedとEconLitの2つの検索エンジンで，「生活習慣病(lifestyle diseases)」，「診断

(diagnoses)」，「健康(health)」に，「雇用(employment)」，「就労状況(working status)」，「退職

(retirement)」といったキーワードによる検索を行い，本研究プロジェクトの目的に適合した，産業，職

業，及び，地理的な要因に重点を置く論文を抽出した． 
結果，英語で書かれた刊行物で，本研究プロジェクトとの関連性を1件ずつ判定し，PubMedから

37件，EconLitから35件，計72件の論文について，著者・公刊雑誌・公刊年・分析対象国・分析に用

いられたデータ・就労と健康に関する変数・分析手法・結果について要約・整理を行った． 
要約の結果，国際学術誌に掲載された英文論文では，代表性の高いデータに洗練された計量経

済学の手法を用いた分析が数多く存在するが，分析対象となった国や地域が，とりわけ欧州に偏っ

ていることが分かった．また，生活習慣病の罹患に代表される「負」の健康ショックは，概して，就労

状況にネガティブな影響を与える傾向にあるが，その影響の大きさや統計学的有意性は，性別・人

種・年齢・教育水準・疾患の種類や重症度等の個人属性のみならず，職業類型や国・地域によって

異なり，そのメカニズムの解明にはいまだ至っていない．したがって，欧州以外での当該テーマに対

する研究，及び，職業類型や国・地域による違いがどのようなメカニズムで発生するのかに対する研

究が求められている． 
第2に，令和元年度に予定していた全国規模の個票情報の収集・整備について，2019年6月5日

以降，厚生労働省・政策統括官（統計・情報政策担当）へ『介護給付費実態調査』・『介護給付費等

実態調査』・『介護サービス施設・事業所調査』・『人口動態調査』・『医療施設調査』・『病院報告』・

『医師・歯科医師・薬剤師調査』・『国民生活基礎調査』・『21世紀出生児縦断調査』・『21世紀成年者

縦断調査』・『中高年者縦断調査』・『患者調査』・『福島県患者調査』・『社会医療診療行為別調査』・

『賃金構造基本統計調査』に対する二次利用申請を行った結果，利用データの規模が膨大であっ

たことに加え，令和2年度における新型コロナ（COVID-19）感染症の拡大の影響を受け，令和2年10
月5日付けで内諾を得て、令和3年2月末にデータを入手するに至った． 

第3に，2010年，2013年，2016年『国民生活基礎調査』の個票データとe-Stat等より公開されている

都道府県レベル医療資源・労働環境変数を突合し，医療資源・労働環境変数と健診受診行動の関

係を分析した．医療資源変数については，自治体に所属する常勤保健師数・医療施設数と健診受

診行動は多くのグループにおいて統計的に有意な正の関係が観察された一方で，病床数と健診受

診行動では統計的に有意な負の関係が観察された．労働環境変数については，分析結果から，労

働時間の長さや労働相談の多さが健診受診行動と統計的に有意に負の関係を持つことが明らかに

なった．医療資源・労働環境変数と健診受診行動の関係は加入している健康保険の種類や教育水

準により異質性を持つことが明らかになった．加入している健康保険の種類が被用者保険かつ区分

が本人のサンプルでは労働環境変数と健診受診行動との関係がより強く観察され，他の保険種に

加入するサンプルでは，医療資源変数と健診受診行動の関係がより強く観察された．また，教育水

準が大学卒未満のサンプルでは，医療資源・労働環境変数と健診受診行動の関係がより強く観察さ

れた．これらの結果から，健診受診を促す介入を行う場合にはターゲットを的確に抽出し，そのター

ゲットにあった介入を行うことが必要であろう．  



- 3 - 

 

A．研究目的 
 超高齢社会に突入した我が国にとって，生活

習慣病発症あるいは重症化の抑制は，住民の

QOL 向上や医療費抑制の観点から喫緊の課

題であり，そのためには予防対策が不可欠であ

る．しかし，既存研究では，①生活習慣の違い

の類型化と予防対策の効果との関係，②生活

習慣病の重症度と労働生産性との関係，につ

いて十分に研究されてきたとは言えない． 
第 1 点目について，生活習慣病発症リスクの

大小が各個人の生活習慣にも依存していること

を考慮すると，住民の居住地域や職業によって

発症率や重症度に偏りが起こりうると考えるのが

自然である．他方，予防対策を講じる主な担い

手が自治体や職域団体であることを考えると，

地域や業種の違いによる生活習慣病発症パタ

ーンを識別することで，より効果的な予防対策

が実施できるかもしれない．これまでも予防対

策が健康増進や医療費抑制に(どの程度)効果

があるかについては研究蓄積があるものの，こ

の点について詳細に分析された研究は少な

い． 

第 2 点目については，我々がこれまで取り組

んできた厚労科研費「費用対効果分析の観点

からの生活習慣病予防の労働生産性及びマク

ロ経済に対する効果に関する実証研究」(H29
－循環器等－一般－002)での研究結果とし

て，生活習慣病と労働生産性との関連性に関

する検証方法は確認された．しかし，生活習慣

は地域や社会経済的背景によって大きく異なる

と考えられるため，より詳細な分析が必要であ

る．また，これまでの問題点として，予防行動と

発症との因果性を識別するために健康の初期

状態が必要であるが，それが得られる統計調査

が限られていたこと，また，それが比較的識別

可能な中高年者縦断調査ではサンプルサイズ

が十分ではないため，業種別や地域別といった

サブサンプルによる分析に耐えられない．そこ

で本研究では，以下の 4 つを研究課題として設

定する． 
課題 1：業種別・地域別の生活習慣病の実態

について分類・整理し，重症度の算出を試みる 
課題 2：健診受診や特定保健指導が生活習慣

病の発症・重症化抑制に(どの程度)寄与するか

第4に，厚生労働省『中高年者縦断調査』の第1回（2005年）～第9回（2013年）の個票データを利

用し，業務多忙の尺度として労働市場における需給の逼迫度を示す有効求人倍率を利用し，職種

別有効求人倍率が二次健診の未受診に与える影響を分析する．労働市場における需給の逼迫度

が二次健診の未受診に与える影響を分析した結果，職種別の有効求人倍率が高いほど，つまり人

手不足感が高まり仕事が忙しくなるほど，要再検査と判定された後に二次健診を受けない傾向が示

された．一方で，職種別の有効求人倍率は要治療と判定された後の二次健診の受診には有意な影

響を与えていなかった．要再検査は要治療とくらべると明確に疾患の存在を示すものではない．  
最後に，生活習慣病の発症と密接に関連する要介護状況について，自治体の政策形成に資す

る基礎資料を提供することを目的とするアプリケーションの構築を開始した．研究方法は，統計ソフト

Rを用い，「介護給付費実態調査」（2006-2018）及び「人口動態調査（死亡票）」（2006-2018）を突合

させ，地域（都道府県）ごとの介護サービス利用者基本属性，性別・要介護度別の介護サービス利

用者生存曲線，介護サービス利用額時系列推移，サービスメニュー別の介護サービス利用額時系

列推移，要介護度別のサービスメニューの組み合わせ利用状況の概況を可視化する． 



 

- 4 - 

 

業種別・地域別に統計的検証を行う 
課題 3：生活習慣病が就労に(どの程度)影響す

るか業種別・地域別に統計的検証を行う 
課題 4：生活習慣病の発症・重症度が就労状況

に与える影響をシミュレーションにより推計する 
 
B．研究方法 

第 1 に，本年度の研究では，昨年度から検

索期間を 1 年間延伸し，2000-2021 年の直近

21 年間に，公衆衛生・社会疫学，及び，経済学

の領域における国際的学術誌に掲載された英

文による論文の中から，産業，職業，及び，地

理的な要因に重点を置いて，生活習慣病と労

働生産性の関連性に関する定量的・定性的な

検証を行った先行研究を要約・整理・更新する

ことを目的とする．  
具体的には，PubMed と EconLit の 2 つの検

索エンジンで，「生活習慣病(lifestyle 
diseases)」，「診断(diagnoses)」，「健康(health)」
に，「雇用(employment)」，「就労状況(working 
status)」，「退職(retirement)」といったキーワード

による検索を行い，本研究プロジェクトの目的に

適合した，産業，職業，及び，地理的な要因に

重点を置く論文を抽出し，要約を行った． 
第 2 に，令和元年度に予定していた全国規

模の個票情報の収集・整備について，2019 年

6 月 5 日以降，厚生労働省・政策統括官（統計

・情報政策担当）へ『介護給付費実態調査』・

『介護給付費等実態調査』・『介護サービス施設

・事業所調査』・『人口動態調査』・『医療施設調

査』・『病院報告』・『医師・歯科医師・薬剤師調

査』・『国民生活基礎調査』・『21 世紀出生児縦

断調査』・『21 世紀成年者縦断調査』・『中高年

者縦断調査』・『患者調査』・『福島県患者調査』

・『社会医療診療行為別調査』・『賃金構造基本

統計調査』に対する二次利用申請を行った結

果，利用データの規模が膨大であったことに加

え，令和 2 年度における新型コロナ（COVID-
19）感染症の拡大の影響を受け，令和 2 年 10
月 5 日付けで内諾を得て、令和 3 年 2 月末に

データを入手するに至った (承認番号：厚生労

働省発政統 1005 第 2 号；承認日 2020 年 10
月 5 日)． 

第 3 に，厚生労働省により調査されている

『国民生活基礎調査』を大規模調査年に該当

する 2010 年，2013 年，2016 年について，「世

帯票」と「健康票」の個票データを用いた．世帯

票からは，性別，年齢，配偶者の有無，医療保

険の加入状況，就業状況，住居の種類，居住

都道府県といった個人属性が利用できる．ま

た，健康票からは，健康診断等の受診状況や

通院の有無，通院理由となる傷病名等が利用

できる．これらのデータから個人レベルデータセ

ットを構築した． 
さらに，本分析では，2 種類の都道府県属性

－1 つ目は医療資源を測る属性(常勤保健師数

と医療施設数，病床数); 2 つ目は，労働環境を

測る変数(所定内実労働時間数と総合労働相

談件数)－を収集整理し，『国民生活基礎調査』

の個票を基に構築されたデータに突合させ，個

人の健診受診確率に，上記の地域属性がどの

ような影響を与えるかについての回帰分析を行

った． 
第 4 に，厚生労働省『中高年者縦断調査』の

第 1 回（2005 年）～第 9 回（2013 年）の個票デ

ータに基づき，業務多忙の尺度として労働市場

における需給の逼迫度を示す有効求人倍率を

利用し，一次健診で異常判定を受けた後の二

次健診未受診と，労働市場における需給の逼

迫度との関連を検証するため，回帰分析を行っ

た． 
最後に，統計ソフト R を用い，『介護給付費

実態調査』（2006-2018）及び『人口動態調査

（死亡票）』（2006-2018）を突合させ，，生活習
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慣病の発症と密接に関連する要介護状況につ

いて，自治体の政策形成に資する基礎資料を

提供することを目的とするアプリケーションの構

築を開始した． 
（倫理面への配慮） 

本研究の前進プロジェクトに基づき，厚生労

働省による二次利用データを統計法第 33 条に

より申請し，許可を得て個票を分析した(承認番

号：厚生労働省発政統 1005 第 2 号；承認日

2020 年 10 月 5 日)．提供された個票には個人

を特定できる情報は含まれていない． 
 
C．研究結果 
C-1 職業・地域に着目した生活習慣病と労働

生産性との関連性について：先行研究レビュー

（Update） 
2000-2021年の直近21年間に，公衆衛生・社

会疫学，及び，経済学の領域における国際的

学術誌に掲載された英文による論文の中から，

職業・地域に着目した生活習慣病と労働生産

性の関連性について定量的・定性的な検証を

行った先行研究72件についてレビューを行っ

た．要約の結果，国際学術誌に掲載された英

文論文では，代表性の高いデータに洗練され

た計量経済学の手法を用いた分析が数多く存

在するが，分析対象となった国や地域が，とりわ

け欧州に偏っていることが分かった．また，生活

習慣病の罹患に代表される「負」の健康ショック

は，概して，就労状況にネガティブな影響を与

える傾向にあるが，その影響の大きさや統計学

的有意性は，性別・人種・年齢・教育水準・疾患

の種類や重症度等の個人属性のみならず，職

業類型や国・地域によって異なり，そのメカニズ

ムの解明にはいまだ至っていない．したがっ

て，欧州以外での当該テーマに対する研究，及

び，職業類型や国・地域による違いがどのような

メカニズムで発生するのかに対する研究が求め

られている． 
C-2 都道府県の医療資源・労働環境と健康診

断受診行動の関係 
厚生労働省『国民生活基礎調査』（2010 年，

2013 年，2016 年）の個票データを基に，医療

資源・労働環境変数と健診受診行動の関係を

分析した結果，医療資源変数については，自

治体に所属する常勤保健師数・医療施設数と

健診受診行動は多くのグループにおいて統計

的に有意な正の関係が観察された一方で，病

床数と健診受診行動では統計的に有意な負の

関係が観察された．労働環境変数については，

労働時間の長さや労働相談の多さが健診受診

行動と統計的に有意に負の関係を持つことが

明らかになった．医療資源・労働環境変数と健

診受診行動の関係は加入している健康保険の

種類や教育水準により異質性を持つことが明ら

かになった．加入している健康保険の種類が被

用者保険かつ区分が本人のサンプルでは労働

環境変数と健診受診行動との関係がより強く観

察され，他の保険種に加入するサンプルでは，

医療資源変数と健診受診行動の関係がより強く

観察された．また，教育水準が大学卒未満のサ

ンプルでは，医療資源・労働環境変数と健診受

診行動の関係がより強く観察された． 
 
C-3 労働市場における人手不足感の高まりが

二次健康診断の未受診に与える影響 
厚生労働省『中高年者縦断調査』の第 1 回

（2005 年）～第 9 回（2013 年）の個票に基づ

き，一次健診で異常判定を受けた後の二次健

診未受診と，労働市場における需給の逼迫度と

の関連を検証した結果，職種別の有効求人倍

率が高いほど，つまり人手不足感が高まり仕事

が忙しくなるほど，要再検査と判定された後に

二次健診を受けない傾向が示された．一方で，

職種別の有効求人倍率は要治療と判定された
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後の二次健診の受診には有意な影響を与えて

いなかった．要再検査は要治療とくらべると明

確に疾患の存在を示すものではない． 
 
C-4 生活習慣病の発症と密接に関連する要介

護状況に対する自治体向けアプリの開発 
本分析では，地域（都道府県）ごとの介護サ

ービス利用者基本属性，性別・要介護度別の

介護サービス利用者生存曲線，介護サービス

利用額時系列推移，サービスメニュー別の介護

サービス利用額時系列推移，要介護度別のサ

ービスメニューの組み合わせ利用状況の概況

を可視化した． 
 
D．考察／E．結論 
本研究における先行研究のレビューから，分

析対象となった国や地域に偏在があることがわ

かった．当該地域における国際学術誌による査

読プロセスに耐えうる代表性の高いデータの存

在や当該データに対する研究者の accessibility
が，分析対象国に偏りがあることの原因の 1 つ

と考えられる．また，本研究のテーマについて

は，現在，北米や欧州を中心に，信頼性の高い

行政データに精緻な計量経済学の手法を応用

することによって，因果推論のための最大の課

題である内生性(causality/endogeneity)による推

定バイアスを克服しようと試み数多くの研究が

遂行されつつある．他方，行政データには短所

もある．特定の行政データから得られる情報は

極めて限定的であるという点，また，行政データ

には，直接住民の利害に影響する個人情報が

含まれるため，照合等により情報量が増えれば

増えるほど，個人が識別されるリスクが高まり，

研究者に課される倫理上の責任が重くなるとい

う点である．日本では，情報が漏えいした場合，

情報の提供を受ける研究者よりも，国や地方自

治体など情報を提供する側に対する法的・社会

的制裁の方が大きい制度設計になっていること

から，情報提供者に，あまり多くの情報を提供し

たくないというインセンティブが働く可能性があ

る．したがって，日本では，情報を提供する側と

提供される側との間に，ある種の緊張関係があ

ることも事実である． 
 生活習慣病の罹患と労働生産性の関連性に

関する科学的エビデンスは，超高齢社会となっ

ている日本や，同じく人口の高齢化が深刻にな

りつつある東アジア諸国における厚生労働施策

にとって必要不可欠な基礎資料となるであろう．

にもかかわらず，当該テーマに関する国際的な

業績が，当該地域において数少ないのは，代

表性の高い質の良いデータが未だ構築されて

いないことが要因の 1 つであるといえよう． 
 本研究でレビューを行った研究では，代表性

の極めて高いデータに，多様な尺度と分析手

法が応用されていた．分析の結果，生活習慣

病の罹患に代表される「負」の健康ショックは，

概して，就労状況にネガティブな影響を与える

傾向にあるが，その影響の大きさや統計学的有

意性は，性別・人種・年齢・教育水準・疾患の種

類や重症度等の個人属性のみならず，職業類

型や国・地域によって異なることがわかった． 
 したがって，日本や東アジアでの研究からは，

特に欧州を中心とした分析とは，異なる結果が

得られる可能性が高い．また，医療や介護施策

は，生活習慣病の罹患確率に直接影響を及ぼ

す可能性が高く，ひいては，産業や職業類型の

違い，そして，施策が異なる国や地域における

両者の関連性の統計学的な有意性とその影響

の大きさについては，さらに検証の余地が残さ

れている． 
 第 2 に，厚生労働省『国民生活基礎調査』

（2010 年，2013 年，2016 年）の個票データを基

に，医療資源・労働環境変数と健診受診行動

の関係を分析した結果からは，健診受診を促す
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介入を行う場合にはターゲットを的確に抽出し，

そのターゲットにあった介入を行うことが必要で

あることが示された．今後の研究としては，(1)本
研究で得られた相関を因果的に解釈するため

の分析枠組みの開発，(2)推定された係数をより

現実的に解釈するための枠組みの開発，(3)他
の異質性に対する分析を行う予定である． 
 第 3 に，厚生労働省『中高年者縦断調査』の

第 1 回（2005 年）～第 9 回（2013 年）の個票に

基づき，一次健診で異常判定を受けた後の二

次健診未受診と，労働市場における需給の逼

迫度との関連を検証した結果からは，要再検査

者に緊急性がないと判断されて，仕事が忙しい

時期には二次健診を受診しない選択がなされ

たのかもしれず，今後は，第 1 に，より長期のデ

ータを利用して結果の頑健性を確認する；第 2
に，仕事の忙しさにより二次健診が未受診とな

る者の年齢・性別などの個人属性，就業形態や

労働時間などの雇用状況を明らかにし，二次健

診の未受診者を減らすためにどのようなアプロ

ーチが可能かを検討する；そして，第 3 に，仕

事の忙しさにより二次健診が未受診となったこと

が，一次健診の受診から 5 年後の慢性疾患や

医療費，外来治療や入院治療に与える影響を

検証する必要があるだろう． 
 最後に，生活習慣病の発症と密接に関連する

要介護状況に対する自治体向けアプリの開発

については，今後，厚生労働省・老健局や厚生

労働省・政策統括官（統計・情報政策担当）等

関係各所との交渉・連携を図りながら，公開へ

向けての道筋を探る．  
 
F．健康危険情報 
特に無し． 
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